
【様式】

公 社 等 の 名 称 ：

随意契約の根拠
（地方自治法施行令

適用条項）
随意契約とした理由

1
令和４年度みやざきの
神話・神楽等を活用し
た観光誘客業務委託

フェリーを利用した
神話ゆかりの地巡り
及び神楽鑑賞ツアー
の企画・実施

1,870,000
第167条の2第1項
第2号

　宮崎カーフェリー（株）は関西圏の本県唯
一の航路を運航する本県企業であり、関西圏
から本県へのカーフェリーを活用した観光需
要に精通している。また、神楽鑑賞を取り入
れた県内ツアーの実施など、実績も豊富であ
り、神楽に対する十分な理解があるため。
　また、本事業は、宮崎の神話との関係性が
描かれている新船「たかちほ」及び「ろっこ
う」を利用することで効果的な誘客を行うも
のであり、保有者である宮崎カーフェリー
（株）と契約する必要があるため、随意契約
とした。

総合政策部
みやざき文化振
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（単位：円）

宮崎カーフェリー株式会社

令和４年度　県と公社等との随意契約の締結状況
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